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  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第68号は、予算特別委員長報告のとおり決

定いたしました。 

 

 

 委員会付託の省略について 

 

 

○町田義昭議長 お諮りいたします。これより上

程いたします議案は、委員会付託を省略し、全

員でご審議願いたいと思いますが、これにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

そのように決定いたしました。 

 

 

 日程第１９ 議案第６９号 長井市 

 教育委員会委員の任命について 

 

 

○町田義昭議長 それでは、日程第19、議案第69

号 長井市教育委員会委員の任命についての１

件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第69号 長井市教育委員会

委員の任命についてご説明申し上げます。 

 本案は、平成22年９月30日をもって任期満了

となります塚田道子さんの後任として齋藤恵美

子さんを任命いたすため、ご提案申し上げるも

のでございます。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げ

ます。 

○町田義昭議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案は、人事案件でありますので、質疑、討

論は省略し、直ちに採決いたします。 

 議案第69号について、原案に同意することに

賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第69号は、原案に同意することに決定いた

しました。 

 

 

 日程第２０ 議案第７０号 市政功 

 労者の表彰について 

 日程第２１ 議案第７１号 市政功 

 労者の表彰について 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第20、議案第70号 

市政功労者の表彰について及び日程第21、議案

第71号 市政功労者の表彰についての２件を一

括議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 内谷重治市長。 

  （内谷重治市長登壇） 

○内谷重治市長 議案第70号及び議案第71号の２

議案についてご説明申し上げます。 

 これらは、いずれも市政功労者の表彰につい

てでございまして、議案第70号では、片田町地

区長として、また長井市地区長連合会会長等の

要職を歴任され、市政の発展と市民福祉の向上

に尽くされた鈴木慶三郎さんを、長井市表彰条

例第２条第１項第１号の規定に該当する市政功

労者として、議案第71号では、長井市体育協会

会長を始めとする要職を歴任され、スポーツの

振興に大きく貢献され、市政の発展と市民福祉

の向上に尽くされた安部新一さんを同条例第２

条第１項第２号の規定に該当する市政功労者と

して、それぞれ表彰いたしたくご提案申し上げ

るものでございます。 

 よろしくご同意賜りますようお願い申し上げ
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ます。 

○町田義昭議長 提案者の説明が終わりました。 

 本案は、いずれも人事案件でありますので、

質疑、討論は省略し、順次採決いたします。 

 まず、議案第70号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第70号は、原案に同意することに決定いた

しました。 

 次に、議案第71号の１件について、原案に同

意することに賛成の議員の起立を求めます。 

  （起立全員） 

○町田義昭議長 起立全員であります。よって、

議案第71号は、原案に同意することに決定いた

しました。 

 

 

 日程第２２ 議会案第５号 地方財 

 政の充実・強化を求める意見書の提 

 出について 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第22、議会案第５号 

地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に

ついての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 

 議席番号４番、大道寺 信議員。 

  （４番大道寺 信議員登壇） 

○４番 大道寺 信議員 議会案第５号 地方財

政の充実・強化を求める意見書の提出について

ご説明申し上げます。 

 本案は、地域の雇用確保、社会保障の充実な

ど、地域のセーフティーネットとしての地方自

治体が果たす役割はますます重要となっており、

特に地域経済と雇用対策の活性化が求められる

中で介護・福祉政策の充実、農林水産業の振興、

クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結

びつけ、これらの政策分野の充実・強化が求め

られています。よって、来年度予算においても

本年度の予算規模を地方財政計画、地方交付税

措置に継続的に取り入れるなどの大胆な予算措

置が必要であり、2011年度の地方財政予算全体

の安定確保に向けての対策を求める意見書を案

のとおり国及び政府関係機関に提出するために

提案するものであります。 

 よろしくご賛同くださいますようにお願い申

し上げます。 

○町田義昭議長 提案者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第５号について討論を行い

ます。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第５号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

議会案第５号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 

 

 日程第２３ 議会案第６号 免税軽 

 油制度の継続を求める意見書の提出 

 について 

 

 

○町田義昭議長 次に、日程第23、議会案第６号 

免税軽油制度の継続を求める意見書の提出につ

いての１件を議題といたします。 

 提案者の説明を求めます。 
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 議席番号８番、安部 隆議員。 

  （８番安部 隆議員登壇） 

○８番 安部 隆議員 議会案第６号 免税軽油

制度の継続を求める意見書の提出についてご説

明申し上げます。 

 本案は、先ほどの請願第７号の採択に基づき

提出いたすものであります。 

 これまで道路を走らない農業用の機械や船舶、

倉庫で使うフォークリフトなどに使う軽油につ

いては、軽油引取税を免除する「免税軽油」と

いう制度がありましたが、地方税法の改正によ

って2012年３月末で廃止される状況にあります。

免税軽油制度がなくなれば、今でさえ困難な農

業経営への影響は深刻であり、地域農業の振興

と食糧自給率の向上のためにも制度の継続は強

く望まれています。よって、免税軽油制度の継

続を求める意見書を政府関係機関に提出するた

め、提案するものでございます。 

 よろしくご賛同いただきますようお願い申し

上げます。 

○町田義昭議長 提案者の説明が終わりました。 

 これより質疑を行います。ご質疑ございませ

んか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 質疑もないので、質疑を終結い

たします。 

 それでは、議会案第６号について討論を行い

ます。ご意見ございませんか。 

  （「なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご意見もないので、討論を終結

し、採決いたします。 

 議会案第６号は、原案のとおり決するにご異

議ございませんか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

議会案第６号は、原案のとおり決定いたしまし

た。 

 最後にお諮りいたします。今定例会において

議決されました議案の中で、条項、字句、数字、

その他整理を要するものについては、会議規則

第43条の規定により、その整理を議長に一任願

いたいと思いますが、これにご異議ございませ

んか。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○町田義昭議長 ご異議なしと認めます。よって、

整理を要するものについては、その整理を議長

に一任することに決定いたしました。 

 

 

   閉     会 

 

 

○町田義昭議長 これをもって平成22年第４回長

井市議会定例会を閉会いたします。 

 ご協力まことにありがとうございました。 

 

 

    午前１１時３２分 閉会 
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